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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに軸方向に直列に接続された第１及び第２の形状記憶合金コイルと駆動部材と固定
部材との複数組が共通の一つの基板に対して配置されたモジュールと、
　上記駆動部材を保持するための磁気ラッチ部と、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに電流を供給する駆動回路と、
を備え、
　上記駆動部材が、第１及び第２の形状記憶合金コイルに接続されて軸方向に延び、
　上記磁気ラッチ部は、上記基板に保持された磁石板と、上記駆動部材に設けられた複数
の磁性体とからなっており、
　上記磁石板は、上記複数の駆動部材が非接触で貫通する複数の貫通孔を備え、上記複数
の磁性体が駆動部材の軸方向に互いに隔置されていて、上記磁石板が上記駆動部材の軸方
向に着磁されており、
　上記駆動回路により上記第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に電流駆動して加
熱し、
　加熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張することにより上記駆動
部材を軸方向に沿って移動させ、
　上記駆動部材を上記磁気ラッチ部に磁気吸着させることにより軸方向に２段階以上の多
段階で固定保持することを特徴とする、形状記憶合金を用いた駆動機構。
【請求項２】
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　前記モジュールを複数備えたことを特徴とする、請求項１に記載の形状記憶合金を用い
た駆動機構。
【請求項３】
　前記磁石板が、全てのモジュールに対して一つ、又は分割された複数個のモジュールに
対して一つ備えられていることを特徴とする、請求項２に記載の形状記憶合金を用いた駆
動機構。
【請求項４】
　互いに軸方向に直列に接続される第１及び第２の形状記憶合金コイルと駆動部材及び固
定部材との複数組が共通の一つの基板に対して配置されたモジュールと、上記駆動部材を
保持するための磁気ラッチ部と、を複数組備えた形状記憶合金コイルの駆動機構であって
、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルは、第１の形状記憶合金コイルの自然長部と、
その伸張部又は圧縮部と、第２の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部と、その自然長
部と、の順に直列接続されており、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルのそれぞれの、自然長部の一端と伸張部又は圧
縮部の一端との直列接続部が、上記基板に設けられた開口部に配置される固定部材を介し
て駆動部材に接続され、上記第１及び第２の形状記憶合金コイルと上記駆動部材と上記固
定部材とが上記基板と接触することなく、かつ、移動可能に上記基板にほぼ平行に保持さ
れ、
　上記第１の形状記憶合金コイルの自然長部の他端と上記第２の形状記憶合金コイルの自
然長部の他端とが、それぞれ上記基板に設けられたアース電極パターンに接続され、
　上記第１の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部の他端と上記第２の形状記憶合金コ
イルの伸張部又は圧縮部の他端とが、上記基板に設けられた共通電極配線パターンに接続
され、
　上記磁気ラッチ部は上記基板に保持された磁石板と上記駆動部材に設けられた複数の磁
性体とを含み、該磁石板は上記駆動部材が非接触で貫通する複数の貫通孔を備え、該磁性
体が上記駆動部材の軸方向に互いに隔置され、
　上記基板に設けられた駆動回路が、上記第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に
電流駆動し、上記駆動された第１又は第２の形状記憶合金コイルが加熱されて伸張又は圧
縮することにより上記駆動部材が軸方向に沿って移動し、上記駆動部材が上記磁気ラッチ
部に磁気吸着されて軸方向に多段階に固定保持されることを特徴とする、形状記憶合金を
用いた駆動機構。
【請求項５】
　前記駆動回路がシフトレジスタを有し、このシフトレジスタにより前記複数組の第１及
び第２の形状記憶合金コイルが電流駆動されることを特徴とする、請求項４に記載の形状
記憶合金を用いた駆動機構。
【請求項６】
　互いに軸方向に直列に接続される第１及び第２の形状記憶合金コイルと駆動部材及び固
定部材との複数組が共通の一つの基板に対して配置されたモジュールと、上記駆動部材を
保持するための磁気ラッチ部と、を複数組備えた形状記憶合金コイルの駆動機構であって
、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルは、第１の形状記憶合金コイルの自然長部と、
その伸張部又は圧縮部と、第２の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部と、その自然長
部と、の順に直列接続されており、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルのそれぞれの、自然長部の一端と伸張部又は圧
縮部の一端との直列接続部が、上記基板に設けられた開口部に配置される固定部材を介し
て駆動部材に接続され、上記第１及び第２の形状記憶合金コイルと上記駆動部材と上記固
定部材とが上記基板と接触することなく、かつ、移動可能に上記基板にほぼ平行に保持さ
れ、
　上記第１の形状記憶合金コイルの自然長部の他端と上記第２の形状記憶合金コイルの自
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然長部の他端とが、それぞれ上記基板に設けられたアース電極パターンに接続され、
　上記第１の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部の他端と上記第２の形状記憶合金コ
イルの伸張部又は圧縮部の他端とが、上記基板に設けられた共通電極配線パターンに接続
され、
　上記磁気ラッチ部が、上記駆動部材に配置された一つ又は複数個の磁性体と、該磁性体
の変位領域に対向して軸方向に互いに隔置された複数個の凹陥部を備えたラッチ部材と、
から構成されており、上記ラッチ部材の凹陥部の領域に磁気が付与されていることを特徴
とする、形状記憶合金を用いた駆動機構。
【請求項７】
　形状記憶合金を用いた少なくとも一つの駆動機構と、
　該駆動機構の各駆動部材の先端の領域にて、磁石板に平行に配置され、各駆動部材が垂
直に貫通する貫通孔を有する表示シートと、
　さらにデータが入力される制御部と、を備えており、
　上記駆動機構が、互いに軸方向に直列に接続される第１及び第２の形状記憶合金コイル
と駆動部材及び固定部材との複数組を共通の一つの基板に対して配置したモジュールと、
上記駆動部材を保持するための磁気ラッチ部と、を複数組で備え、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルは、第１の形状記憶合金コイルの自然長部と、
その伸張部又は圧縮部と、第２の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部と、その自然長
部と、の順に直列接続されており、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルのそれぞれの、自然長部の一端と伸張部又は圧
縮部の一端との直列接続部が、上記基板に設けられた開口部に配置される固定部材を介し
て駆動部材に接続され、上記第１及び第２の形状記憶合金コイルと上記駆動部材と上記固
定部材とが上記基板と接触することなく、かつ、移動可能に上記基板にほぼ平行に保持さ
れ、
　上記第１の形状記憶合金コイルの自然長部の他端と上記第２の形状記憶合金コイルの自
然長部の他端とが、それぞれ上記基板に設けられたアース電極パターンに接続され、
　上記第１の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部の他端と上記第２の形状記憶合金コ
イルの伸張部又は圧縮部の他端とが、上記基板に設けられた共通電極配線パターンに接続
され、
　上記磁気ラッチ部は上記基板に保持された磁石板と上記駆動部材に設けられた複数の磁
性体とを含み、該磁石板は上記駆動部材が非接触で貫通する複数の貫通孔を備え、該磁性
体が軸方向に互いに隔置され、
　上記基板に設けられた駆動回路が、上記第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に
電流駆動し、上記駆動された第１又は第２の形状記憶合金コイルが加熱されて伸張又は圧
縮することにより上記駆動部材が軸方向に沿って移動し、上記駆動部材が、上記磁気ラッ
チ部に磁気吸着されて軸方向に多段階に固定保持されるようになっていて、
　上記データに対応する各駆動部材の突出量による表示を行なうことを特徴とする、形状
記憶合金を用いた駆動機構を備えるディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記各駆動部材の先端が、前記表示シート表面にて、ドットマトリックス状に配置され
ていることを特徴とする、請求項７に記載の形状記憶合金を用いた駆動機構を備えるディ
スプレイ装置。
【請求項９】
　形状記憶合金を用いた少なくとも一つの駆動機構と、
　これらの駆動機構の各駆動部材の先端の領域にて、上記駆動機構の上に配置され、各駆
動部材が垂直に貫通する貫通孔を備えた取り外し可能な表示シートと、
　各駆動部材の先端に着脱可能に挿入される表示ピンと、
　さらにデータを入力して上記表示シート上に上記データに対応する各表示ピンの突出量
による書き込みを行なう制御部と、を備えており、
　上記駆動機構が、互いに軸方向に直列に接続される第１及び第２の形状記憶合金コイル



(4) JP 4465684 B2 2010.5.19

10

20

30

40

50

と駆動部材及び固定部材との複数組を共通の一つの基板に対して配置したモジュールとを
複数組備え、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルは、第１の形状記憶合金コイルの自然長部と、
その伸張部又は圧縮部と、第２の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部と、その自然長
部と、の順に直列接続されており、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルのそれぞれの、自然長部の一端と伸張部又は圧
縮部の一端との直列接続部が、上記基板に設けられた開口部に配置される固定部材を介し
て駆動部材に接続され、上記第１及び第２の形状記憶合金コイルと上記駆動部材と上記固
定部材とが上記基板と接触することなく、かつ、移動可能に上記基板にほぼ平行に保持さ
れ、
　上記第１の形状記憶合金コイルの自然長部の他端と上記第２の形状記憶合金コイルの自
然長部の他端とが、それぞれ上記基板に設けられたアース電極パターンに接続され、
　上記第１の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部の他端と上記第２の形状記憶合金コ
イルの伸張部又は圧縮部の他端とが、上記基板に設けられた共通電極配線パターンに接続
され、
　上記表示シートは板状の磁石から構成され、
　上記表示ピンは、上端と下端が磁性体により構成され中間が非磁性体により構成されて
おり、
　上記基板に設けられた駆動回路が、上記第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に
電流駆動し、上記駆動された第１又は第２の形状記憶合金コイルが加熱されて伸張又は圧
縮することにより上記駆動部材が軸方向に沿って移動するようになっていて、
　上記表示ピンが、上記各駆動部材の軸方向移動量に応じて上記表示シートにラッチされ
るとともに、上記表示ピンを上記表示シートの磁力で上記駆動部材から脱離させ、表示シ
ートに固定保持させることを特徴とする、形状記憶合金を用いた駆動機構を備える表示シ
ート書き込み装置。
【請求項１０】
　形状記憶合金コイルを用いて複数の駆動部材をその軸方向にそれぞれ移動させる駆動機
構に対して取り外し可能に設けられる表示シートであって、
　上記表示シートは、各駆動部材が貫通する複数の貫通孔を有する板状の磁石からなり、
　上記駆動部材の先端は、当該駆動部材から着脱可能な表示ピンで構成され、
　上記表示ピンは、上端と下端が磁性体により構成され中間が非磁性体により構成されて
いて、
　上記表示ピンを上記表示シートの磁力で駆動部材から脱離させ、上記表示シートに固定
保持させることを特徴とする表示シート。
【請求項１１】
　互いに軸方向に直列に接続された第１及び第２の形状記憶合金コイルと、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに接続される磁性体材料からなる駆動部材と、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに電流を供給する駆動回路と、
　上記駆動部材を保持するための磁気ラッチ部と、
を備えており、
　上記磁気ラッチ部が、軸方向に互いに隔置された複数個の凹陥部を有し、該凹陥部の領
域に磁気が付与されており、
　上記駆動回路により上記第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に電流駆動して加
熱し、
　加熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張することにより上記駆動
部材を上記磁気ラッチ部の複数個の凹陥部に沿って移動させ、上記駆動部材を上記磁気ラ
ッチ部に磁気吸着させることにより固定保持することを特徴とする、形状記憶合金を用い
た駆動機構。
【請求項１２】
　前記第１及び第２の形状記憶合金コイルは伸張部又は圧縮部からなり、該第１及び第２
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の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部の一端同士が直列接続されており、該第１及び
第２の形状記憶合金コイルの直列接続部が前記駆動部材に接続されるとともに共通電極と
なり、上記第１及び第２の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部の直列接続されていな
い両端が、前記磁気ラッチ部の複数個の凹陥部が配設されていない両端部に接続されると
ともに、アース電極となることを特徴とする、請求項１１に記載の形状記憶合金を用いた
駆動機構。
【請求項１３】
　前記磁気ラッチ部自体が着磁されていることを特徴とする、請求項１１に記載の形状記
憶合金を用いた駆動機構。
【請求項１４】
　前記磁気ラッチ部の裏側に磁石を備えていることを特徴とする、請求項１１に記載の形
状記憶合金を用いた駆動機構。
【請求項１５】
　前記磁気ラッチ部が、さらに、磁気センサを備えていることを特徴とする、請求項１１
～１４の何れかに記載の形状記憶合金を用いた駆動機構。
【請求項１６】
　形状記憶合金を用いた駆動機構と、この駆動機構により駆動される駆動部と、を備えた
内視鏡であって、
　先端部に、光源からの光を導光する光ファイバーと、上記駆動機構により駆動されるレ
ンズとが配設されており、
　上記駆動機構は、
　互いに軸方向に直列に接続された第１及び第２の形状記憶合金コイルと、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに接続される磁性体材料からなる駆動部材と、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに電流を供給する駆動回路と、
　上記駆動部材を保持するための磁気ラッチ部と、を含み、
　上記磁気ラッチ部が、軸方向に互いに隔置された複数個の凹陥部を含み、該凹陥部の領
域に磁気が付与されており、
　上記駆動回路により上記第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に電流駆動して加
熱し、
　加熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張することにより上記駆動
部材を上記磁気ラッチ部の複数個の凹陥部に沿って移動させ、上記駆動部材を上記磁気ラ
ッチ部に磁気吸着させることにより固定保持し、
　上記レンズが上記駆動機構の磁性体材料からなる駆動部材に固着され、その位置が駆動
制御されることを特徴とする、内視鏡。
【請求項１７】
　形状記憶合金を用いた駆動機構と、この駆動機構により駆動される駆動部と、を備えた
液体注入機であって、
　液室と、上記駆動機構によって駆動されるシリンジと、を備え、
　上記駆動機構は、
　互いに軸方向に直列に接続された第１及び第２の形状記憶合金コイルと、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに接続される磁性体材料からなる駆動部材と、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに電流を供給する駆動回路と、
　上記駆動部材を保持するための磁気ラッチ部と、を含み、
　上記磁気ラッチ部が、軸方向に互いに隔置された複数個の凹陥部を含み、該凹陥部の領
域に磁気が付与されており、
　上記駆動回路により上記第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に電流駆動して加
熱し、
　加熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張することにより上記駆動
部材を上記磁気ラッチ部の複数個の凹陥部に沿って移動させ、上記駆動部材を上記磁気ラ
ッチ部に磁気吸着させることにより固定保持し、
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　上記シリンジが上記駆動機構の磁性体材料からなる駆動部材に固着され、その位置が駆
動制御されることを特徴とする、液体注入機。
【請求項１８】
　形状記憶合金を用いた駆動機構と、この駆動機構により駆動される駆動部と、を備えた
光学装置であって、
　上記駆動機構は、
　互いに軸方向に直列に接続された第１及び第２の形状記憶合金コイルと、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに接続される磁性体材料からなる駆動部材と、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに電流を供給する駆動回路と、
　上記駆動部材を保持するための磁気ラッチ部と、を含み、
　上記磁気ラッチ部が、軸方向に互いに隔置された複数個の凹陥部を含み、該凹陥部の領
域に磁気が付与されており、
　上記駆動回路により上記第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に電流駆動して加
熱し、
　加熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張することにより上記駆動
部材を上記磁気ラッチ部の複数個の凹陥部に沿って移動させ、上記駆動部材を上記磁気ラ
ッチ部に磁気吸着させることにより固定保持し、
　上記光学装置の駆動部が上記駆動機構の磁性体材料からなる駆動部材に固着され、その
位置が駆動制御されることを特徴とする、形状記憶合金を用いた駆動機構を備える光学装
置。
【請求項１９】
　前記光学装置の駆動部は、光ファイバーの駆動部であることを特徴とする、請求項１８
に記載の形状記憶合金を用いた駆動機構を備える光学装置。
【請求項２０】
　前記光学装置の駆動部は、レンズの駆動部であることを特徴とする、請求項１８に記載
の形状記憶合金を用いた駆動機構を備える光学装置。
【請求項２１】
　形状記憶合金を用いた駆動機構を備えるカテーテルであって、
　上記駆動機構は、
　互いに軸方向に直列に接続された第１及び第２の形状記憶合金コイルと、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに接続される磁性体材料でなる駆動部材と、
　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルに電流を供給する駆動回路と、
　上記駆動部材を保持するための磁気ラッチ部と、を含み、
　上記磁気ラッチ部が、軸方向に互いに隔置された複数個の凹陥部を有し、該凹陥部の領
域に磁気が付与されており、
　上記駆動回路により上記第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に電流駆動して加
熱し、
　加熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張することにより上記駆動
部材を上記磁気ラッチ部の複数個の凹陥部に沿って移動させ、上記駆動部材を上記磁気ラ
ッチ部に磁気吸着させることにより固定保持することを特徴とする、形状記憶合金を用い
た駆動機構を備えたカテーテル。
【請求項２２】
　形状記憶合金を用いた少なくとも一つの駆動機構と、
　これらの駆動機構の各駆動部材の先端の領域にて、上記駆動機構の上に配置され、各駆
動部材が垂直に貫通する貫通孔を備えた取り外し可能な表示シートと、
　各駆動部材の先端に着脱可能に取り付けられた表示ピンと、を備えており、
　上記駆動機構が、互いに軸方向に直列に接続される第１及び第２の形状記憶合金コイル
と駆動部材及び固定部材との複数組を共通の一つの基板に対して配置したモジュールとを
複数備え、
　上記固定部材が上記基板に設けられた開口部に配置され、
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　上記第１及び第２の形状記憶合金コイルが上記固定部材を介して上記駆動部材に接続さ
れ、
　上記第１の形状記憶合金コイルの一端と第２の形状記憶合金コイルの一端とは、それぞ
れ上記基板に設けられたアース電極パターンに接続され、
　上記第１の形状記憶合金コイルの他端と第２の形状記憶合金コイルの他端とは、上記基
板に設けられた共通電極配線パターンに接続され、
　上記表示シートは板状の磁石から構成され、
　上記表示ピンは、上端と下端が磁性体により構成され、中間が非磁性体により構成され
ており、
　上記基板に設けられた駆動回路が、上記第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に
電流駆動し、上記駆動された第１又は第２の形状記憶合金コイルが加熱されて伸張又は圧
縮することにより上記駆動部材が軸方向に沿って移動するようになっていて
　上記表示ピンが、上記各駆動部材の軸方向移動量に応じて上記表示シートにラッチされ
るとともに、上記表示ピンを上記表示シートの磁力で上記駆動部材から脱離させ、表示シ
ートに保持させることを特徴とする、形状記憶合金を用いた駆動機構を備える表示シート
書き込み装置。
【請求項２３】
　前記モジュールの駆動回路を制御する制御部を備え、
　上記制御部は、前記表示ピンの前記表示シートからの突出量を制御することを特徴とす
る、請求項２２に記載の形状記憶合金を用いた駆動機構を備える表示シート書き込み装置
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、形状記憶合金を用いた駆動機構と、この駆動機構を備える各種の装置に関す
るものである。
【背景技術】
　コンピュータや携帯電話等の普及により、所謂パソコン通信やインターネット，電子メ
ール等の文字や図形情報の電子化が急速に進んでいる。
　このような情報社会において、視覚障害者が情報を取得するための手段としては、音声
合成や電子式点字ディスプレイ等を補完的に使用することが望ましいとされている。電子
式点字ディスプレイにおいては、従来利用されている所謂６点点字が採用されている。し
かし、視覚障害者のうち、このような６点点字を解読できるのは、約１割程度である。こ
れは、例えば糖尿病等を原因とする中途失明者が高齢者を中心に増加していることに起因
しており、高齢者の場合、点字を習得するためには多大な努力を必要とすることから、途
中で点字の習得を断念してしまうのである。
　これに対して、中途視覚障害者の情報伝達手段の一つとして、能動的に移動するピンを
二次元平面上に垂直に並べて、文字の形状（墨字）や図形情報を各ピンの移動、即ち凸位
置及び凹位置の情報として表示できるようにした触覚ディスプレイが知られている。上述
の電子式点字ディスプレイや触覚ディスプレイにおけるピンの駆動手段として、例えば電
磁アクチュエータや静電引力，圧電アクチュエータ等の駆動手段が採用されており、これ
らの駆動手段により各ピンを凸位置又は凹位置に移動させるように構成されている。例え
ば駆動手段として電磁アクチュエータを使用したものは下記文献１に開示されており、ま
た駆動手段として圧電アクチュエータを使用したものは、例えば下記文献２に開示されて
いる。
　しかしながら、下記文献１においては、コイルにより生ずる電磁力に基づいてピンを駆
動させるようになっていることから、小型化するとコイルも小型になってしまうので、電
磁力も弱くなってしまう。また、コイル巻線に細線を使用した場合には、コイルの電気抵
抗が大きくなって、消費電力が増大してしまう。下記文献２の場合には、例えば駆動手段
として板状の圧電バイモルフ素子によりピンを１ｍｍ以上変位させるためには、圧電バイ
モルフ素子自体が大きくなってしまい、触覚ディスプレイ自体が大型化してしまうと共に
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、駆動電圧が比較的高いという問題があった。
　これに対して、駆動電力を低減し構造を単純化した点字ピン駆動装置が、下記文献３に
より開示されている。この点字ピン駆動装置は、形状記憶合金コイルを利用して、例えば
通電時の伸長動作によりピンを変位させると共に、二つの変位位置、即ち凸位置及び凹位
置にて、ピンに取り付けられたストッパが固定配置された磁石板に当接し磁気吸着される
ことにより固定保持される。
　しかしながら、下記文献３による点字ピン駆動装置では、各ピンの立体的な組立構造が
複雑になってしまい、組立時のピンの位置決めが困難であった。
　　　　　文献１：　特開２００２－２０７４１８号公報
　　　　　文献２：　特開平６－３０１３３５号公報
　　　　　文献３：　特開２００１－２６５２１３号公報
　ところで、上述した各文献１から３におけるピンの駆動方式においては、ピンは、例え
ば点字規格に近い２．５ｍｍピッチ程度の間隔で配置されていると共に、凸位置と凹位置
との間を駆動手段によって駆動され、凸位置又は凹位置にて固定保持されるようになって
いる。したがって、前述した６点点字を表わすことは可能であるが、例えばドットマトリ
ックス状に配置された多数のピンにより図形表示を行なうような場合には、より細かい表
現を行なうためにはより狭いピッチが好ましい。また各ピンがその軸方向に関して複数位
置で固定保持されるようになっていると、多値表示ができ、所謂グラデーションの表現を
行なうことが可能になる。
　しかしながら、上述した各特許文献１から３におけるピンの駆動方式においては、何れ
も各ピンをより狭いピッチで配置したり、軸方向に関して複数位置で固定保持するように
は構成されていない。また、多数のピンにより図形表示を行なうような場合、各ピンをそ
れぞれ電磁アクチュエータによる駆動装置で駆動させる場合、表示速度が遅くなってしま
うと共に、動作音が比較的大きくなってしまうという課題がある。
【発明の開示】
　本発明は、以上の点に鑑み、簡単な構成により、小型に構成し得ると共に、動作変位量
が大きく、特に容易に集積化して高速動作が可能であり、さらに好ましくはピンを多段階
で固定保持し得るようにした形状記憶合金を用いた駆動機構及びそれを備えるディスプレ
イ装置並びにそれを備える書き込み装置など各種の装置を提供することを目的とする。
　上記目的は、本発明の第一の構成によれば、互いに軸方向に直列に接続された第１及び
第２の形状記憶合金コイルと駆動部材と固定部材とが共通の一つの基板に対して配置され
たモジュールと、駆動部材を保持するための磁気ラッチ部と、第１及び第２の形状記憶合
金コイルに電流を供給する駆動回路と、を備え、駆動部材が、第１及び第２の形状記憶合
金コイルに接続されて軸方向に延び、磁気ラッチ部は、磁石板と駆動部材に設けられた複
数の磁性体とからなっており、駆動回路により第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択
的に電流駆動して加熱し、加熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張
することにより駆動部材を軸方向に沿って移動させ、駆動部材を磁気ラッチ部に磁気吸着
させることにより軸方向に固定保持することを特徴とする、形状記憶合金を用いた駆動機
構により、達成される。
　上記構成によれば、形状記憶合金を用いた駆動機構において、駆動部材が、第１又は第
２の形状記憶合金コイルを加熱して収縮又は伸張することにより、軸方向に移動され得る
。そして、駆動部材が軸方向に移動すると、磁気ラッチ部により駆動部材が軸方向のラッ
チ位置に固定保持される。したがって、形状記憶合金コイルと駆動部材とは、形状記憶合
金コイルの各電極が駆動回路の配線パターンに接続されるだけで駆動機構が構成され、簡
単な構成により容易に且つ低コストで組み立てられる。駆動部材の移動位置における固定
保持は磁気ラッチ部により行なわれるので、常時形状記憶合金コイルに通電することなく
各駆動部材が固定保持されるため、消費電力が低減され、ランニングコストが削減される
。各駆動部材は、複数個の磁性体に対応した軸方向位置に固定保持されることから、従来
の点字ディスプレイ装置のような凸位置及び凹位置の二段階ではなく、より多段階の軸方
向位置に固定保持される。
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　磁気ラッチ部の磁石板は、好ましくは、駆動部材が非接触で貫通する貫通孔を備え、こ
の磁性体が駆動部材の軸方向に互いに隔置されていて、磁石板が駆動部材の軸方向に着磁
されている。駆動部材が軸方向の対応するラッチ位置に固定保持され、また、磁石板が駆
動部材の軸方向に着磁されているので、複数個の駆動部材が一つの磁石板にそれぞれ設け
られた貫通孔に挿通されても、各貫通孔にて同じ着磁状態が得られる。
　したがって、複数個の駆動機構を並べて配置する場合に、各駆動部材の間に磁石を配置
する必要がなく簡単な構成とすることができる。これにより、各駆動機構をより狭いピッ
チで配置することが可能であり、全体としてより一層小型に構成し得る。磁気ラッチ部を
構成する磁石板は基板と別体であることから、複数の基板を組み合わせる場合、各基板を
垂直に並べた後、その上に磁石板を載置すればよいので、組立分解が容易に行なわれ、メ
ンテナンス性が向上する。
　また、本発明の形状記憶合金を用いた駆動機構は、互いに軸方向に直列に接続される第
１及び第２の形状記憶合金コイルと駆動部材及び固定部材とを共通の一つの基板に対して
配置したモジュールと、駆動部材を保持するための磁気ラッチ部とを複数組で備え、第１
及び第２の形状記憶合金コイルは、第１の形状記憶合金コイルの自然長部とその伸張部又
は圧縮部と、第２の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部とその自然長部と、の順に直
列接続されており、第１及び第２の形状記憶合金コイルのそれぞれの、自然長部の一端と
伸張部又は圧縮部の一端との直列接続部が、基板に設けられた開口部に配置される固定部
材を介して駆動部材に接続され、第１及び第２の形状記憶合金コイルと駆動部材と固定部
材とが基板と接触することなく、かつ、移動可能に基板にほぼ平行に保持され、第１の形
状記憶合金コイルの自然長部の他端と第２の形状記憶合金コイルの自然長部の他端とが、
それぞれ基板に設けられたアース電極パターンに接続され、第１の形状記憶合金コイルの
伸張部又は圧縮部の他端と第２の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部の他端とが、基
板に設けられた共通電極配線パターンに接続され、磁気ラッチ部は磁石板と複数の磁性体
とを含み、磁石板は駆動部材が非接触で貫通する貫通孔を備え、磁性体が軸方向に互いに
隔置され、基板に設けられた駆動回路が、第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に
電流駆動し、駆動された第１又は第２の形状記憶合金コイルが加熱されて伸張又は圧縮す
ることにより駆動部材が軸方向に沿って移動し、駆動部材が、磁気ラッチ部に磁気吸着さ
れて軸方向に多段階に固定保持されることを特徴としている。
　この構成によれば、共通の基板及び共通の磁石板に対して、複数組の第１及び第２の形
状記憶合金コイル，駆動部材及び固定部材が配置されることから、各組間のより狭いピッ
チが実現可能である。
　本発明による形状記憶合金を用いた駆動機構は、好ましくは、駆動回路がシフトレジス
タを有し、このシフトレジスタにより複数組の第１及び第２の形状記憶合金コイルが電流
駆動される。一つの駆動回路を使用してシフトレジスタによりデータを送出し、複数組の
第１及び第２の形状記憶合金コイルを電流駆動することができるので、全体の構成がより
簡略化されコストが低減される。また、駆動回路からシリアルデータを送出して、各組の
第１及び第２の形状記憶合金コイルを電流駆動できるので、高速で各組の第１及び第２の
形状記憶合金コイルを駆動することがでる。さらにデータ転送用の配線が一本でよく、複
数個のシフトレジスタを接続する場合でも所謂カスケード接続することによって、データ
転送用の配線を増やす必要はなく、簡単な構成で済む。
　形状記憶合金を用いた駆動機構は、好ましくは、磁気ラッチ部が、駆動部材に配置され
た一つ又は複数個の磁性体と、この磁性体の変位領域に対向して軸方向に互いに隔置され
た複数個の凹陥部を備えたラッチ部材とから構成されており、ラッチ部材の凹陥部の領域
に磁気が付与されている。従って、駆動部材が軸方向に移動すると、駆動部材上に配置さ
れた磁気ラッチ部の磁性体が、ラッチ部材に配置された複数の凹陥部の何れか一つの中に
て磁気吸着されることにより、駆動部材が軸方向の対応するラッチ位置に固定保持される
。
　また、上記目的は、本発明の第二の構成によれば、形状記憶合金を用いた少なくとも一
つの駆動機構と、これらの駆動機構の各駆動部材の先端の領域にて磁石板に平行に配置さ
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れ各駆動部材が垂直に貫通する貫通孔を有する表示シートと、さらにデータが入力される
制御部と、を備え、上記駆動機構が、互いに軸方向に直列に接続される第１及び第２の形
状記憶合金コイルと駆動部材及び固定部材とを共通の一つの基板に対して配置したモジュ
ールと、駆動部材を保持するための磁気ラッチ部と、を複数組で備え、第１及び第２の形
状記憶合金コイルは、第１の形状記憶合金コイルの自然長部とその伸張部又は圧縮部と、
第２の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部とその自然長部と、の順に直列接続されて
おり、第１及び第２の形状記憶合金コイルのそれぞれの、自然長部の一端と伸張部又は圧
縮部の一端との直列接続部が、基板に設けられた開口部に配置される固定部材を介して駆
動部材に接続され、第１及び第２の形状記憶合金コイルと駆動部材と固定部材とが基板と
接触することなく、かつ、移動可能に基板にほぼ平行に保持され、第１の形状記憶合金コ
イルの自然長部の他端と第２の形状記憶合金コイルの自然長部の他端とが、それぞれ基板
に設けられたアース電極パターンに接続され、第１の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧
縮部の他端と第２の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部の他端とが、基板に設けられ
た共通電極配線パターンに接続され、磁気ラッチ部は磁石板と複数の磁性体とを含み、磁
石板は駆動部材が非接触で貫通する貫通孔を備え、磁性体が軸方向に互いに隔置され、基
板に設けられた駆動回路が、第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に電流駆動し、
駆動された第１又は第２の形状記憶合金コイルが加熱されて伸張又は圧縮することにより
駆動部材が軸方向に沿って移動し、駆動部材が、磁気ラッチ部に磁気吸着されて、軸方向
に多段階に固定保持されるようになっていて、データに対応する各駆動部材の突出量によ
る表示を行なうことを特徴とする上記駆動機構を備えるディスプレイ装置により、達成さ
れる。
　上記第二の構成によれば、形状記憶合金を用いた駆動機構を少なくとも一つ使用して、
これらの駆動機構における駆動部材の先端の表示シート表面からの突出量に基づいて、各
駆動部材の突出量の組合せによって、例えば点字表示等の表示を行なうことができる。こ
の場合、各駆動部材を一旦移動させた後は、各駆動機構の第１及び第２の形状記憶合金コ
イルの駆動電流が不要であることから、消費電力が少なくて済む。また、各駆動部材の間
の間隔をより狭くすることができるので、より小型の表示を行なうことができる。さらに
、各駆動機構の駆動部材は、複数個の磁性体に対応した軸方向位置に固定保持されること
から、従来の点字ディスプレイ装置における凸位置及び凹位置のような二段階の表示では
なく、より多段階の軸方向位置における表示シート上の突出量に基づいて階調表示を行な
うことが可能になる。
　上記駆動機構における各駆動部材の先端は、好ましくは、表示シート表面にてドットマ
トリックス状に配置されている。駆動部材の配置間隔とその数とを増大させることで、高
解像度の図形表示を行なうことが可能である。
　さらに、上記目的は本発明の第三の構成によれば、上述した第二の構成からなる少なく
とも一つの駆動機構と、これらの駆動機構の各駆動部材の先端の領域にて、磁石板に平行
に配置され、各駆動部材が垂直に貫通する貫通孔を備えた取り外し可能な表示シートと、
各駆動部材の先端に着脱可能に挿入される表示ピンと、さらにデータを入力して表示シー
ト上にデータに対応する各表示ピンの突出量による書き込みを行なう制御部とを備えてお
り、表示ピンを各駆動部材の軸方向移動量に応じて表示シートにラッチさせるとともに、
表示ピンをラッチ部の磁力で駆動部材から脱離させ、表示シートに固定保持させることを
特徴とする上記駆動機構を備える表示シート書き込み装置により、達成される。この表示
シート書き込み装置により、データが書き込まれる表示シートが得られる。
　上記第三の構成によれば、各駆動部材の突出量の組合せによって、表示シートの磁石板
に表示ピンをラッチさせて、点字等の表示を書き込むことができる。表示ピンは磁石板に
ラッチされているので不揮発であるため、いつでもデータを触って検知できる。表示シー
トは書き込み装置から取り外しができるので、同様の表示シートに書き込みが可能となり
、表示シートを印刷紙のように扱うことができる。そして、表示シートのデータを検知し
た後は、表示ピンが突出していない状態に戻せば、データを消去できる。
　本発明の形状記憶合金を用いた駆動機構の他の態様は、互いに軸方向に直列に接続され
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た第１及び第２の形状記憶合金コイルと、第１及び第２の形状記憶合金コイルに接続され
る磁性体材料からなる駆動部材と、第１及び第２の形状記憶合金コイルに電流を供給する
駆動回路と、駆動部材を保持するための磁気ラッチ部とを備えており、磁気ラッチ部が、
軸方向に互いに隔置された複数個の凹陥部を有し、凹陥部の領域に磁気が付与されており
、駆動回路により第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に電流駆動して加熱し、加
熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張することにより駆動部材をラ
ッチ部材の複数個の凹陥部に沿って移動させ、駆動部材を磁気ラッチ部に磁気吸着させる
ことにより固定保持することを特徴とする。
　上記構成において、好ましくは、第１及び第２の形状記憶合金コイルは、それぞれ伸張
部又は圧縮部からなり、第１及び第２の形状記憶合金コイルの伸張部又は圧縮部の一端同
士が直列接続されており、第１及び第２の形状記憶合金コイルの直列接続部が、前記駆動
部材に接続されるとともに共通電極となり、第１及び第２の形状記憶合金コイルの伸張部
又は圧縮部の直列接続されていない両端が、ラッチ部材の複数個の凹陥部が配設されてい
ない両端部に接続されるとともにアース電極となる。この構成によれば、磁性体材料から
なる駆動部材が形状記憶合金コイルの伸縮により軸方向に移動すると、ラッチ部材に配置
された複数の凹陥部の何れか一つの中にて磁気吸着されて駆動部材が軸方向の対応するラ
ッチ位置に固定保持される。この形状記憶合金を用いた駆動機構を、光ファイバースイッ
チ、レンズの焦点調節機構、液体注入機、多数のミラーを選択的に駆動できるマトリック
ス型光スイッチなどの各種装置に搭載すると、極めて有利な各種の装置が実現できる。
　本発明による形状記憶合金を用いた駆動機構は、好ましくは、凹陥部が湾曲して配置さ
れている。従って、駆動部材の移動に伴ってその磁性体が湾曲した凹陥部に沿って移動し
、何れかの凹陥部内に磁気吸着されて、対応するラッチ位置に固定保持されるので、駆動
部材が湾曲して並んで配置されたラッチ位置の何れかに固定保持され、例えば湾曲した部
材におけるラッチ機構を実現することが可能である。
　前記駆動機構の凹陥部は、湾曲可能に構成されていてもよい。この場合、駆動部材の移
動に伴ってその磁性体が湾曲可能に配置された凹陥部に沿って移動し、何れかの凹陥部内
に磁気吸着されて、対応するラッチ位置に固定保持されるので、駆動部材が湾曲可能に配
置されたラッチ位置の何れかに固定保持され、例えば湾曲可能なカテーテル等のチューブ
におけるラッチ機構を実現することが可能である。
　前記ラッチ部材が磁気センサを備えている場合は、駆動部材の移動や設定に伴って、そ
の磁性体が移動した位置を磁気センサにより検知できる。また、駆動部材の位置設定によ
り、その位置の入力装置としても使用できる。
　さらに、本発明の駆動機構を備える光学装置は、形状記憶合金を用いた駆動機構と、こ
の駆動機構により駆動される駆動部とを備え、上記駆動機構は、互いに軸方向に直列に接
続された第１及び第２の形状記憶合金コイルと、第１及び第２の形状記憶合金コイルに接
続される磁性体材料からなる駆動部材と、第１及び第２の形状記憶合金コイルに電流を供
給する駆動回路と、駆動部材を保持するための磁気ラッチ部とを含み、磁気ラッチ部が、
軸方向に互いに隔置された複数個の凹陥部を有し、凹陥部の領域に磁気が付与されており
、駆動回路により第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に電流駆動して加熱し、加
熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張することにより駆動部材を上
記ラッチ部材の複数個の凹陥部に沿って移動させ、駆動部材を磁気ラッチ部に磁気吸着さ
せることにより固定保持し、光学装置の駆動部が駆動機構の磁性体材料からなる駆動部材
に固着され、その位置が駆動制御されることを特徴とする。上記光学装置の駆動部は、好
ましくは光ファイバーの駆動部又はレンズの駆動部である。
　上記構成によれば、上記駆動機構を使用して、これらの駆動機構における駆動部材のラ
ッチ位置に基づいて、光学装置の光ファイバーやレンズの駆動を行なうことができる。こ
の場合、各駆動部材を一旦移動させた後は、各駆動機構の第１及び第２の形状記憶合金コ
イルの駆動電流が不要であることから、消費電力が少なくて済む。何れの場合も、多段階
で、かつ、動作変位量が大きいので、光ファイバーによる光スイッチやレンズの焦点調整
装置などに使用でき、これらの光学装置の駆動機構を小型、かつ高密度に集積化すること
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ができる。
　さらに、本発明の駆動機構を備えるカテーテルは、形状記憶合金を用いた駆動機構が、
互いに軸方向に直列に接続された第１及び第２の形状記憶合金コイルと、第１及び第２の
形状記憶合金コイルに接続される磁性体材料からなる駆動部材と、第１及び第２の形状記
憶合金コイルに電流を供給する駆動回路と、駆動部材を保持するための磁気ラッチ部とを
含み、磁気ラッチ部が、軸方向に互いに隔置された複数個の凹陥部を有し、凹陥部の領域
に磁気が付与されており、駆動回路により第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に
電流駆動して加熱し、加熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張する
ことにより駆動部材をラッチ部材の複数個の凹陥部に沿って移動させ、駆動部材を磁気ラ
ッチ部に磁気吸着させることにより固定保持されれることを特徴とする。
　上記構成によれば、上記駆動機構を使用して、カテーテルの駆動を駆動部材のラッチ位
置に基づいてカテーテル先端部の駆動や内視鏡の駆動を行なうことができる。この場合、
各駆動部材を一旦移動させた後は、各駆動機構の第１及び第２の形状記憶合金コイルの駆
動電流が不要であることから、消費電力が少なくて済む。
　本発明によれば、形状記憶合金コイルを用いた駆動機構において、形状記憶合金コイル
が電気的及び機械的に接続されるとともに、形状記憶合金コイルに固定し駆動される各駆
動機構の駆動部材は、複数個の磁性体に対応した軸方向位置に固定保持、すなわちラッチ
できる。このラッチ状態が、形状記憶合金コイルに電流を流さなくとも保持されるので、
低消費電力である。そして、従来の凸位置及び凹位置のような二段階の表示ではなく、軸
方向位置におけるより多段階の階調表示を行なうことが可能になる。
　また、駆動部材が形状記憶合金コイルの変位に平面的に構成されることで小型化される
ので集積化が容易である。また、細い形状記憶合金コイルが使用できるので、低電流動作
により低消費電力化でき、さらに、表面積／体積の比が小さくなり加熱、放熱の時定数が
短くなり高速で動作する。
　上記駆動機構を備えるディスプレイ装置は、上記形状記憶合金コイルを用いた駆動機構
をモジュール化して、一次元又は二次元配置の軸方向位置におけるより多段階の階調表示
ができ、低消費電力で、かつ、高速に動作する。
　上記駆動機構を備える表示シート書き込み装置は、上記の形状記憶合金コイルを用いた
駆動機構をモジュール化して、一次元又は二次元配置の軸方向位置における、より多段階
の階調表示ができ、データを取り外し可能な表示シートに書き込むことができ、低消費電
力で、かつ、高速に動作する。
　上記駆動機構を備えた光学装置は、光ファイバーやレンズなどの光学内の駆動部品を駆
動することができ、低消費電力で、かつ、高速に動作する。
　上記駆動機構を備えたカテーテルは、カテーテルの各種駆動機構を駆動することができ
、低消費電力で、かつ、高速に動作する。
【図面の簡単な説明】
　図１は、本発明による第１の実施の形態である形状記憶合金を用いた駆動機構の構成を
説明する図である。
　図２は、図１の形状記憶合金を用いた駆動機構モジュールにおける磁石板の構成を示し
、（Ａ）は部分斜視図、（Ｂ）は断面図である。
　図３は、形状記憶合金コイルの形状寸法を示す図である。
　図４は、第１の実施形態の形状記憶合金を用いた駆動機構の動作を説明する図で、（ａ
）は加熱しない状態、（ｂ）は形状記憶合金コイル２に通電したとき、（ｃ）は形状記憶
合金コイル１に通電したときを示している。
　図５は、本発明による形状記憶合金を用いた駆動機構の第２の実施形態の構成を示す図
である。
　図６は、本発明による形状記憶合金を用いた駆動機構の第３の実施形態の要部の構成を
示している。
　図７は、本発明による形状記憶合金を用いた駆動機構の第３の実施形態の変形例の構成
を示す概略斜視図である。
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　図８は、図７に示した形状記憶合金を用いた駆動機構を利用した光学装置として、光フ
ァイバースイッチの構成を示す概略斜視図である。
　図９は、図８に示す光ファイバースイッチの変形例の要部断面図である。
　図１０は、図８に示した光ファイバースイッチの変形例の斜視図である。
　図１１は、図７に示した形状記憶合金を用いた駆動機構４０を備える光学装置として、
焦点調節機構を有する内視鏡４８の構成を示す概略斜視透視図である。
　図１２は、図７に示した形状記憶合金を用いた駆動機構を備える液体注入機の構成を示
す概略斜視透視図である。
　図１３は、本発明による形状記憶合金を用いた駆動機構の第４の実施形態の要部の構成
を示す図である。
　図１４は、図１３に示した形状記憶合金を用いた駆動機構を利用して作製したカテーテ
ル屈曲機構の構成を示す概略側面図である。
　図１５は、本発明による第２の実施形態である形状記憶合金を用いたディスプレイ装置
の構成を模式的に示す斜視図である。
　図１６は、図１５の本発明の形状記憶合金を用いたディスプレイ装置における制御部及
び各駆動機構モジュールの駆動回路の電気的構成を示すブロック図である。
　図１７は、本発明の第２の実施形態によるディスプレイ装置の動作時のフローチャート
である。
　図１８は、本発明の形状記憶合金を用いたディスプレイ装置の第２の実施形態の要部を
示す図である。
　図１９は、本発明による形状記憶合金を用いたディスプレイ装置の第３の実施形態の要
部を示す図である。
　図２０は、本発明による形状記憶合金を用いたディスプレイ装置の第４の実施形態の要
部を示す図である。
　図２１は、本発明による形状記憶合金を用いたディスプレイ装置の第５の実施形態の要
部を示す図である。
　図２２は、本発明の第３の実施形態の形状記憶合金を用いた表示シート書き込み装置の
（ａ）構成と、（ｂ）データが書き込まれた表示シートを模式的に示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　以下、図面に示した実施形態に基づいて、この発明を詳細に説明する。各図において同
一又は対応する部材には同一符号を用いる。
　最初に、本発明の形状記憶合金を用いた駆動機構の第１の実施の形態を説明する。
　図１及び図２は本発明の形状記憶合金を用いた駆動機構の第１の実施の形態を示し、図
１は当該駆動機構における駆動機構モジュールの構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は
断面図である。図１において、形状記憶合金を用いた駆動機構２０は、複数個の駆動機構
モジュール２０ａが一体に組み込まれている。各駆動機構モジュール２０ａは、それぞれ
複数組の第１の形状記憶合金コイル１及び第２の形状記憶合金コイル２と、駆動部材３と
、固定部材５と、磁気ラッチ部９と、共通の一つの駆動回路４ａを備えた基板４とから構
成されている。上記駆動部材３は、隣接する駆動部材３とのピッチが例えば１．２７ｍｍ
に選定される。上記基板４は、その下縁に駆動機構２０内の接続部に接続するための端子
部４ｂを備えている。この端子部４ｂを介して、基板４が後述する制御部に接続される。
上記基板４は、第１の形状記憶合金コイル１，第２の形状記憶合金コイル２，駆動部材３
及び固定部材４を包囲するカバー１４を備えていてもよい。
　上記基板４はプリント基板等であって、第１の形状記憶合金コイル１及び第２の形状記
憶合金コイル２が挿入される開口部１２を有していると共に、その表面には、これら第１
の形状記憶合金コイル１及び第２の形状記憶合金コイル２に対して電流を供給するための
配線パターン１１及び駆動回路を接続するための配線パターン（図示せず）が形成されて
いる。上記第１の形状記憶合金コイル１，第２の形状記憶合金コイル２，駆動部材３及び
固定部材４は、基板４と非接触で移動可能に、基板４に対してほぼ平行に保持されている
。上方の第１の形状記憶合金コイル１及び下方の第２の形状記憶合金コイル２は、互いに
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直列接続されている。第１の形状記憶合金コイル１と第２の形状記憶合金コイル２とのそ
れぞれに、駆動部材３が固定部材５を介して接続されている。
　上記第１の形状記憶合金コイル１は上方の自然長部１ａと下方の伸張部１ｂとが直列接
続されていて、この直列接続部が第１の形状記憶合金コイルの直列接続部１ｃである。同
様に、上記第２の形状記憶合金コイル２は、下方の自然長部２ａと上方の伸張部２ｂとが
直列接続されていて、この直列接続部が第２の形状記憶合金コイルの直列接続部２ｃであ
る。上記第１の形状記憶合金コイル１の伸張部１ｂと第２の形状記憶合金コイル２の伸張
部２ｂとは互いに接続されて共通電極１５となる。この共通電極１５は基板４上の共通電
極配線パターン１１ａに接続されている。上記第１の形状記憶合金コイル１の自然長部１
ａの一端はアース電極配線パターン１１ｂに接続されている。上記第２の形状記憶合金コ
イル２の自然長部２ａの一端はアース電極配線パターン１１ｃに接続されている。
　したがって、共通電極配線パターン１１ａに電流源の一方の端子を接続し、アース電極
配線パターン１１ｂ又は１１ｃに上記電流源の他方の端子を接続することによって、第１
の形状記憶合金コイル１又は第２の形状記憶合金コイル２のそれぞれに電流を供給して加
熱することができる。上記駆動回路４ａにより第１の形状記憶合金コイル１，第２の形状
記憶合金コイル２への電流供給を選択的に切り替え制御することができる。
　上方の第１の形状記憶合金コイル１に電流が供給されると、この第１の形状記憶合金コ
イル１の伸張部１ｂが加熱により収縮され、駆動部材３が下方に変位する。また、下方の
第２の形状記憶合金コイル２に電流が供給されると、この第２の形状記憶合金コイル２の
伸張部２ｂが加熱により収縮され、駆動部材３が上方に変位する。
　上記駆動部材３は、図示の場合、軸方向（図１にて上下方向）に延びる例えば丸棒や角
棒等の線状部材により形成されており、第１の形状記憶合金コイル１及び第２の形状記憶
合金コイル２のそれぞれに、固定部材５を介して接続されている。各駆動部材３はその上
端がより大径のピン３ａとして形成されている。
　次に、本発明の形状記憶合金を用いた駆動機構の磁気ラッチ部について説明する。
　図２は図１の形状記憶合金を用いた駆動機構モジュールにおける磁石板の構成を示し、
（ａ）は部分斜視図、（ｂ）はＡ－Ａ方向の断面図である。図２に示すように、磁気ラッ
チ部９は、基板４の上方に配置された磁石板９ｃと、二つの磁性体チューブ９ａ，９ｂと
を含んでいる。磁石板９ｃは、各駆動機構２０に対して共通に設けられており、すべての
駆動機構に対して一つ又は適宜に分割された複数個の駆動機構に対して一つ備えられる。
磁石板９ｃは、基板４に対してスペーサ９ｄにより所定間隔で保持されると共に、各駆動
機構の駆動部材３が非接触で貫通するように設けられた複数個の貫通孔９ｅを備えており
、図示の場合、上方がＮ極，下方がＳ極となるように、上下方向に着磁されている（図２
（ａ）の上下方向の矢印参照）。上記磁石板９ｃは、その上側に、下方に変位した駆動部
材３のピン３ａを包囲する高さの外枠９ｆを備えている。上記磁気ラッチ部９による駆動
部材３の磁気吸着による固定保持力は、第１及び第２の形状記憶合金コイル１，２の駆動
力より小さく選定されている。
　磁性体チューブ９ａ，９ｂは、駆動部材３の基板４の上縁から上方に延びる部分と駆動
部材の先端との間の領域、すなわち、ピン３ａの下方にて軸方向に隔置して駆動部材３に
取り付けられている。磁性体チューブ９ａ，９ｂは、例えば鉄，ニッケル等から構成され
ており、駆動部材３に対して固定されている。上記磁気ラッチ部９は、基板４の上方に配
置されていて、基板４とは別体に構成されている。
　駆動部材３が上下方向に移動したとき、駆動部材３に取り付けられた磁性体チューブ９
ａ又は９ｂが磁石板９ｃに設けられた対応する貫通孔９ｅ内にて磁気吸着されることによ
り、ラッチ位置となる磁石板９ｃに固定保持される。これにより、駆動部材３は、第１の
形状記憶合金コイル１又は第２の形状記憶合金コイル２への通電による下方又は上方への
変位によって、磁気ラッチ部９によりラッチ位置に保持される。このため、第１の形状記
憶合金コイル１又は第２の形状記憶合金コイル２には、駆動部材３の変位保持のために通
電し続ける必要がない。
　図１においては、左方から１番目及び３番目の駆動部材３の磁性体チューブ９ｂがラッ
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チ位置に固定保持されており、左方から２番目及び４番目の駆動部材３の磁性体チューブ
９ａがラッチ位置に固定保持されている。上記磁気ラッチ部９の磁石板９ｃは、スペーサ
９ｄ及び外枠９ｆと共に一体に構成されており、駆動機構２０のメンテナンス等の際に基
板４から分離可能である。
　次に、本発明に用いる形状記憶合金について説明する。形状記憶合金としては、Ｔｉ－
Ｎｉ合金やＣｕ－Ｚｎ－Ａｌ合金がよく使用される。形状記憶合金は、加熱により熱エネ
ルギーが運動エネルギーに変換されて元の形状に伸張又は収縮する。このときの変位量を
大きくするためには、線状よりもコイル状にして使用するのが効果的である。
　図３は、形状記憶合金コイルの形状寸法を示す図である。コイルは、ピッチＰ、平均径
Ｄ、素線径ｄ、巻き数ｎで、自然長部分でＬ１、引き伸ばされた部分でＬ２の寸法を有し
ている。
　ここで、コイルの変位となる歪量（％）の最大値は、次の（１）式で表わされる。
　γｍａｘ＝ｄδ／ｎｄ＊（Ｐ２＋（πＤ）２）－１／２×１００（％）　　　　　（１
）
　δは、形状記憶合金コイルの自然長からの圧縮量である。
　形状記憶合金コイルの加熱による発生力Ｆａは、次の（２）式で表わされる。
　Ｆａ＝πｄ４＊（Ｇ１－Ｇ０）／（８ｎＤ２）＊（Ｐ２＋（πＤ）２）－１／２＊δ　
（２）
　Ｇ０及びＧ１は、それぞれ、室温と加熱（例えば１４０℃）したときの横弾性係数であ
る。
　形状記憶合金コイルの繰り返し寿命はコイルに生じている歪量で決定される。コイルの
繰り返し寿命は、歪量が１％でおよそ１０６回程度、２％では１０５回程度となっている
。したがって、形状記憶合金コイルの形状は、上記式などと、繰り返し寿命を考慮して、
その歪量、即ち変位量や発生力を計算すればよい。
　本発明の第１の実施形態の形状記憶合金を用いた駆動機構は、次のように動作する。
　図４は本発明の第１の実施形態による形状記憶合金を用いた駆動機構の動作を説明する
もので、（ａ）は加熱しない状態、（ｂ）は形状記憶合金コイル２に通電したとき、（ｃ
）は形状記憶合金コイル１に通電したときを示し、ラッチ部は示していない。図４（ｂ）
に示すように、第２の形状記憶合金コイル２においては、電流源１３の正端子が共通電源
配線パターン１１ａに接続されると共に、その負端子がアース電極パターン１１ｃに接続
され、電流が印加されて第２の形状記憶合金コイル２がその抵抗と流れる電流によるジュ
ール熱によって発熱する。この発熱により、第２の形状記憶合金コイル２の自然長よりも
引き伸ばされた伸張部２ｂが縮み自然長部２ａが引き伸ばされるので、形状記憶合金コイ
ルを固定する固定部材５に接続された駆動部材３は収縮し紙面の上方へ移動する。電流を
停止しても、駆動部材３はラッチ部９（図１）によりその位置が保持される。
　次に、図４（ｃ）において、電流源１３の正端子と共通電源配線パターン１１ａとを接
続したままで、電流源１３の負端子をアース電極配線パターン１１ｂに切り換えると、第
１の形状記憶合金コイル１が加熱される。この発熱により、第１の形状記憶合金コイル１
の自然長よりも引き伸ばされた伸張部１ｂが縮み、自然長部１ａが引き伸ばされるので、
形状記憶合金コイルを固定する固定部材５に接続された駆動部材３は収縮し紙面の下方へ
移動する。電流を停止しても、駆動部材３はラッチ部９（図１）によりその位置が保持さ
れる。
　電流源１３の正端子が共通電極配線パターン１１ａに常時接続しているので、電流源１
３の負端子をアース電極配線パターン１１ｂ又は１１ｃに切り替えることで、駆動部材３
は上下に移動し、図示するようにΔＹという移動即ち変位が生じる。ΔＹの変位が生じる
場合には、ΔＹの差を０か１に対応させることで、二値のデジタル表示に使用することが
できる。電流を流さない状態と第１の形状記憶合金コイルに電流を流した状態とではΔＹ
１の変位差が生じ、また、第２の形状記憶合金コイルに電流を流した状態とではΔＹ２の
変位差が生じる。
　本発明の第１の実施形態の形状記憶合金を用いた駆動機構２０によれば、駆動部材３は
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磁性体チューブ９ａ，９ｂを備えていて、各形状記憶合金コイル１，２にパルス的に電流
を流したときに生じる変位が直ちにラッチされるので、その変位を保持するための電流が
不要となる。これにより、形状記憶合金を用いた駆動機構２０の駆動部材３に変位を与え
るための消費電力を著しく低減できる。
　以上の説明においては、磁性体チューブ９ａ，９ｂが２個で変位が２値、すなわち２段
の場合を説明してきた。駆動部材の変位をさらに多段階とするためには、変位段数に応じ
てラッチされる磁性体チューブの個数を増やせばよい。形状記憶合金コイルの多段階の変
位を得るためには、それらへの通電量も変化させればよい。このように、駆動部材、形状
記憶合金コイルの長さなどを調整してその変位量を調整することができ、所望の動作変位
量とすることができると共に、この動作変位量を大きくすることが容易にできる。
　図４に示した形状記憶合金を用いた駆動機構２０を、９０°回転させると、駆動部材３
の変位は、紙面の左右方向の変位が得られる。この形状記憶合金を用いた駆動機構２０の
配置は、使用目的に応じて変更することができる。
　上記では、第１又は第２の形状記憶合金コイルの伸張部１ｂ，２ｂが加熱されて収縮す
ることにより駆動部材３が変位する場合について説明したが、上記第１及び第２の形状記
憶合金コイルの伸張部１ｂ，２ｂを自然長よりも圧縮された圧縮部として構成してもよい
。この場合には、第１又は第２の形状記憶合金コイルの圧縮部が加熱されて伸張すること
で駆動部材３を変位させることができる。
　本発明の上記第１の実施形態による形状記憶合金を用いた駆動機構２０は、第１及び第
２の形状記憶合金コイル１，２と駆動部材３とを基板４上の平面に配置しているので、従
来例の特許文献３の形状記憶合金コイルを用いたピンの駆動装置が三次元的な構造である
のに対して、１枚の基板で駆動機構が構成でき、部品点数が少なくなり、組み立てが容易
である。
　また、形状記憶合金コイルの駆動機構２０の各部材を基板４上に構成できるので、形状
記憶合金コイル１，２の直径をより小さくでき、形状記憶合金コイル１，２の抵抗が断面
積に逆比例して大きくなるので加熱に要する電流が減少する。形状記憶合金コイル１，２
の直径を従来例の特許文献３より小さくできるので、形状記憶合金コイル１，２の熱容量
が減り、加熱を短時間で行うことができ、それと同時に、形状記憶合金コイル１，２の体
積と表面積の比（体積／表面積）が小さくなるので、通電加熱により形状記憶合金コイル
１，２内にたまった熱の外気への放熱が速やかに行われる。
　よって、従来の形状記憶合金コイルを用いたピンの駆動機構に対して、本発明では装置
を小型化でき、動作変位量を大きくし、より少ない電力で、かつ、高速に駆動させること
できると共に、低コストで製造できる。
　次に、本発明の形状記憶合金を用いた駆動機構の第２の実施形態を説明する。
　図５は、本発明による形状記憶合金を用いた駆動機構の第２の実施形態の構成を示して
いる。図５において、形状記憶合金を用いた駆動機構３０は、基本的には図１に示した駆
動機構モジュール２０ａと同じ構成であり、磁気ラッチ部９の代わりに、磁気ラッチ部３
１を備えている点でのみ異なる構成である。
　磁気ラッチ部３１は、上記駆動部材３の基板４の上縁から上方に延びる部分にて、駆動
部材３に取り付けられた一つ又は複数の磁性体チューブ３２と、この磁性体チューブ３２
の変位領域に対向して軸方向に互いに隔置された二つの凹陥部３３ａ，３３ｂを備えたラ
ッチ部材３３と、から構成されている。上記磁性体チューブ３２は、図５にて紙面に垂直
方向に延びるほぼ円筒状に形成されており、駆動部材３に対して固定されている。上記ラ
ッチ部材３３は、その凹陥部３３ａ，３３ｂを備えた面とは反対側の面に、磁石３４を備
えている。上記ラッチ部材３３は、基板４がカバー３６を備えている場合には、このカバ
ー３６の上端に接続され、あるいはカバー３６と一体に構成されていてもよい。磁石３４
を備える代わりに、ラッチ部材３３自体が磁石により構成されていてもよい。
　上記形状記憶合金を用いた駆動機構３０では、第２の形状記憶合金コイル２に電流が供
給されて駆動部材３が下方に変位したとき、駆動部材３に取り付けられた磁性体チューブ
３２が、ラッチ部材３３の第一の凹陥部３３ａに対向する位置まで変位する。従って、磁
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性体チューブ３２は、その裏側の磁石３４の磁力によって第一の凹陥部３３ａ内に磁気吸
着され、軸方向に関して固定保持される。これに対して、第１の形状記憶合金コイル１が
電流供給されて駆動部材３が上方に変位したとき、駆動部材３に取り付けられた磁性体チ
ューブ３２が、ラッチ部材３３の第二の凹陥部３３ｂに対向する位置まで変位する。従っ
て、磁性体チューブ３２は、その裏側の磁石３４の磁力によって第二の凹陥部３３ａ内に
磁気吸着され軸方向に固定保持される。
　次に、本発明の形状記憶合金を用いた駆動機構の第３の実施の形態を図６を参照して説
明する。
　図６において、形状記憶合金を用いた駆動機構４０は、図５に示した駆動機構３０にお
ける駆動部材３及び磁性体チューブ３２の代わりに、磁性体材料から成るロッド４１が設
けられており、このロッド４１が、固定部材５を介さずに第１及び第２の形状記憶合金コ
イル１，２の接続部に対して直接にハンダ付け等の固定部５ａによって取り付けられてい
ると共に、磁気ラッチ部３１のラッチ部材３３が、５個の凹陥部３３ａ，３３ｂ，３３ｃ
，３３ｄ，３３ｅを備えている点で異なる構成になっている。この場合には、ロッド４１
が駆動部材を構成する。ロッド４１の固定部５ａと、第１の形状記憶合金コイル１の固定
部５ａと、第２の形状記憶合金コイルの固定部５ａとには、それぞれ形状記憶合金コイル
に給電するためのリード線３５ａ，３５ｂ，３５ｃが接続されている。ここで、第１及び
第２の形状記憶合金コイル１，２の長手方向を、軸方向と呼ぶことにする。
　第１の形状記憶合金コイル１は伸張部又は圧縮部からなり、第２の形状記憶合金コイル
２も同様に伸張部又は圧縮部からなり、この第１及び第２の形状記憶合金コイルの伸張部
又は圧縮部の一端同士が直列接続されている。第１の形状記憶合金コイル１の伸張部又は
圧縮部と第２の形状記憶合金コイル２の伸張部又は圧縮部とは直列接続されている。第１
の形状記憶合金コイル１の伸張部又は圧縮部の一端と第２の形状記憶合金コイル２の伸張
部又は圧縮部の一端との直列接続部が、固定部５ａを介してロッド４１に接続されて共通
電極となりリード線３５ａが接続されている。
　さらに、直列接続される第１及び第２の形状記憶合金コイル１，２の両端、すなわち、
第１及び第２の形状記憶合金コイル１の伸張部又は圧縮部の各他端が、それぞれ、ラッチ
部材３３の凹陥部３３ａ乃至３３ｅが配設されていない両端部の上面に、ハンダ付け等の
固定部５ａにより接続されている。第１及び第２の形状記憶合金コイル１，２の各他端に
は、それぞれ、リード線３５ｂ，３５ｃが接続されアース電極となっている。凹陥部の寸
法の一例としては、その溝幅が２ｍｍ程度、溝深さは１ｍｍ程度である。ロッド４１の直
径は１ｍｍから２ｍｍ程度とすればよい。
　上記駆動機構４０によれば、第１及び第２の形状記憶合金コイルを選択的に電流駆動し
て加熱し、加熱された第１又は第２の形状記憶合金コイルが収縮又は伸張することにより
ロッド４１をラッチ部材３３の複数個の凹陥部３３ａ乃至３３ｅに沿う方向、すなわち軸
方向に移動させ、ロッド４１を磁気ラッチ部３１に磁気吸着させることにより固定保持す
ることができる。凹陥部の寸法や数、形状記憶合金コイルの長さなどを調整して、軸方向
の変位量を調整することができるので、所望の動作変位量とすることができ、この動作変
位量を大きくすることが容易にできる。このため、第１及び第２の形状記憶合金コイル１
，２の選択的な電流供給及びその通電量によって、ロッド４１を、凹陥部３３ａ～３３ｅ
方向で多段階に変位させることができる。このロッド４１が、その変位された位置に対応
する凹陥部３３ａ乃至３３ｅの何れかの中に磁石３４の磁力によって磁気吸着されて、凹
陥部内に固定保持される。ロッド４１は、凹陥部方向に沿って５個の凹陥部３３ａ乃至３
３ｅ内に選択的に固定保持されて多段階のアクチュエータとして作用し、かつ、動作変位
量を大きくすることができる。
　図７は、本発明による形状記憶合金を用いた駆動機構の第３の実施形態の変形例の構成
を示す概略斜視図である。図７に示すように、ラッチ部材３３はそれ自体が磁石から構成
されていてもよい。
　図８は、図７に示した形状記憶合金を用いた駆動機構４０を利用した光学装置として、
光ファイバースイッチ４４の構成例を示す概略斜視図である。図８に示すように、ロッド
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４１を中空円筒状に形成して、光ファイバー４２の一端を保持すると共に、ラッチ部材３
３の各凹陥部３３ａ乃至３３ｅに対向する位置に、それぞれ他の光ファイバー４３ａ乃至
４３ｅの一端を配置した、光ファイバースイッチ４５を構成することもできる。第１及び
第２の形状記憶合金コイル１，２の選択的な電流供給及びその通電量によって、ロッド４
１を凹陥部３３ａ乃至３３ｅ方向で多段階に変位させて、何れかの凹陥部３３ａ乃至３３
ｅ内に固定保持すると、ロッド４１に保持された光ファイバー４２の一端が、他の光ファ
イバー４３ａ乃至４３ｅの何れかの端部に対向して、光学的に接続される。
　図９は、図７に示した形状記憶合金を用いた駆動機構４０や図８に示した光ファイバー
スイッチ４４の変形例の要部断面図である。図９に示すように、形状記憶合金を用いた駆
動機構４６において、ラッチ部材３３の凹陥部３３ａ乃至３３ｅとは反対側に磁気センサ
アレイ４５を配置して、各磁気センサ４５ａ乃至４５ｅをそれぞれ上記凹陥部３３ａ乃至
４３ｅに対応させるようにしてもよい。ロッド４１が固定保持された凹陥部３３ａ乃至３
３ｅに対応する磁気センサ４５ａ乃至４５ｅはこのロッド４１を検知して、ロッド４１が
どの凹陥部３３ａ乃至３３ｅに切り替えられているかを検出することができる。また、こ
の形状記憶合金を用いた駆動機構４６は、ロッド４１の凹陥部の位置を指で任意の位置に
すれば、その凹陥部、すなわちラッチ位置を磁気センサアレイ４５で検知できるので、ラ
ッチ位置のセンサとしても使用できる。ロッド４１の凹陥部の位置設定により、その位置
の入力装置としても使用できる。
　図１０は、図８に示した光ファイバースイッチの変形例を示している。図１０において
、光ファイバースイッチ４７は、図８に示した光ファイバースイッチ４４とほぼ同じ構成
であって、全体として湾曲して扇形に構成されている点でのみ異なる構成である。これに
対応して、光ファイバー４３ａ乃至４３ｅも扇形に配置されており、凹陥部３３ａ乃至３
３ｅに対向する端部にて、その光軸が放射状に配置される。この構成の光ファイバースイ
ッチ４７は、図８に示した光ファイバースイッチ４４と同様に動作すると共に、ロッド４
１に保持された光ファイバー４２の一端が、ロッド４１の変位によって円弧状を移動する
。これにより、これらの対向する光ファイバー端面間の間隔を一定に保持できるとともに
、伝達される光強度をも一定とすることができる。
　図１１は、図７に示した駆動機構４０を利用した光学装置として、焦点調節機構を有す
る内視鏡４８を示す概略斜視透視図である。内視鏡の先端部４８ａに、図示しない発光ダ
イオード（ＬＥＤ）などの光源からの光を導光する光ファイバー１０１とレンズ１０２が
配設されていて、このレンズ１０２が形状記憶合金を用いた駆動機構４０により駆動され
る。レンズ１０２は、形状記憶合金を用いた駆動機構４０の磁性体からなるロッド４１に
接着剤などにより固着されている。図示のレンズ１０２は両凸レンズであるが、レンズ１
０２は、平凸形、円筒形、球形などでもよい。
　第１及び第２の形状記憶合金コイル１，２の選択的な電流供給及びその通電量によって
、ロッド４１を凹陥部３３ａ乃至３３ｅ方向で多段階に変位させて、何れかの凹陥部３３
ａ乃至３３ｅ内に固定保持すると、ロッド４１に保持されたレンズ１０２の位置も変化す
る。このため、形状記憶合金を用いた駆動機構４０に保持されたレンズ１０２により光フ
ァイバーから出射した光の焦点位置１０３が変化し（図１１の矢印Ａ参照）、形状記憶合
金を用いた駆動機構４０に保持されたレンズ１０２が焦点調節機構として動作する。図示
の場合には、凹陥部を３３ａ乃至３３ｅの５箇所としているが、凹陥部の数やその間隔な
どは所望の焦点調節が得られるように適宜に設計することができる。正確で低消費電力な
焦点調節機構が、形状記憶合金を用いた駆動機構４０により実現できる。
　図１２は、図７に示した駆動機構４０を利用した液体注入機４９の構成例を示す概略斜
視透視図である。図１２に示すように、液体注入機は液室１０５とシリンジ１０６とで構
成されている。シリンジ１０６の軸は形状記憶合金を用いた駆動機構４０により駆動され
る。シリンジ１０６の軸は、形状記憶合金を用いた駆動機構４０の磁性体からなるロッド
４１に接着剤などにより固着されている。第１及び第２の形状記憶合金コイル１，２の選
択的な電流供給及びその通電量によって、ロッド４１を凹陥部３３ａ乃至３３ｅ方向で多
段階に変位させて、何れかの凹陥部３３ａ乃至３３ｅ内に固定保持すると、ロッド４１で
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駆動されるシリンジ１０６の位置も変化する（図１２の矢印Ｂ参照）。
　形状記憶合金を用いた駆動機構４０により駆動されるシリンジ１０６が矢印Ｂの左方向
に変位した場合には、液室１０５内の液体が開口部４９ａより外部へ注入される。一方、
シリンジ１０６が矢印Ｂの右方向に変位した場合には、液室１０５外の液体を開口部４９
ａを介して液室１０５の内部に吸引することができる。図示の場合には、凹陥部を３３ａ
乃至３３ｅの５箇所としているが、凹陥部の数やその間隔などは、所望の液体注入又は吸
引ができるように適宜に設計することができる。この液体注入機４９は、形状記憶合金を
用いた駆動機構４０のラッチ機構によりシリンジ１０６の位置が固定されるので、液体の
注入が必要なときだけ形状記憶合金を駆動すればよい。正確で低消費電力な液体注入機４
９が形状記憶合金を用いた駆動機構４０により実現できる。この液体注入機４９は、例え
ば液室１０５内の液体が薬剤の場合には薬剤注入機として使用できる。例えば、薬剤注入
機を体内の病変部へ埋め込んでおき、必要に応じて形状記憶合金を用いた駆動機構４０を
駆動することで、所定量の薬剤を正確に病変部に注入することができる。
　次に、本発明の形状記憶合金を用いた駆動機構の第４の実施形態を説明する。図１３は
、本発明による形状記憶合金を用いた駆動機構の第４の実施形態の要部の構成を示してい
る。図１３において、形状記憶合金を用いた駆動機構５０は、基本的には図６に示した形
状記憶合金を用いた駆動機構４０と同じ構成であるが、ラッチ部材３３の代わりにラッチ
部材５１を備えている点で異なる構成になっている。上記ラッチ部材５１は、可撓性材料
から成るフレキシブルシート５２とこのフレキシブルシート５２上に形成された磁性体材
料又は磁石から成る磁気ラッチ部５３から構成されており、各磁気ラッチ部５３の間に、
５個の凹陥部５１ａ乃至５１ｅが画成されている。これに対応して、ロッド４１は磁石又
は磁性体材料から構成されている。この形状記憶合金を用いた駆動機構５０は、第１及び
第２の形状記憶合金コイル１，２の選択的な電流供給によって、ロッド４１が凹陥部５１
ａ乃至５１ｅ方向に変位されると、このロッド４１が、その変位された位置に対応する凹
陥部５１ａ乃至５１ｅの何れかの中に、磁気ラッチ部５３又はロッド４１の磁力によって
磁気吸着され、その何れかの凹陥部内に固定保持される。ロッド４１が、５個の凹陥部５
１ａ乃至５１ｅ内に選択的に固定保持されることにより、多段階のアクチュエータとして
作用する。
　図１４は、図１３に示した駆動機構を利用したカテーテル屈曲機構の構成例を示す概略
側面図である。図１４に示すように、この形状記憶合金を用いた駆動機構５０を、カテー
テル５４の先端付近に沿って取り付けると共に、ロッド４１をカテーテルの屈曲機構（図
示せず）の可動部と連結することもできる。カテーテル５４の屈曲機構を利用して、その
可動部を移動させることにより、カテーテル５４の先端付近を屈曲させる際に、形状記憶
合金を用いた駆動機構５０の作用によって、ロッド４１が固定保持されている凹陥部５１
ａ乃至５１ｅの何れの位置に基づいても、カテーテル５４の屈曲状態を調整することがで
きる。
　上述した実施形態においては、本発明の駆動機構４０，５０を利用したアクチューエー
タとして、光ファイバースイッチ４４，４７、レンズの焦点調節機構４８、液体注入機４
９、カテーテル５４を説明してきたが、本発明の駆動機構は、上記光学装置やカテーテル
などに限らず各種装置のアクチューエータとして適用できる。何れの場合も、多段階で、
かつ、動作変位量が大きいので、高密度の形状記憶合金を用いた駆動機構に用いることで
、小型、かつ高密度に集積化することができる。駆動すべき対象は何でもよく、例えば高
密度に配置されている多数のミラーの駆動も行うことができる。この場合には、多数のミ
ラーを選択的に駆動できるマトリックス型光スイッチが実現できる。
　上述した実施形態では、駆動部材３又はロッド４１のラッチ位置は２個，３個又は５個
に設定されているが、４個又は６個以上のラッチ位置を備えてもよいことは明らかである
。磁気ラッチ部９，３１は、磁性体チューブ９ａ，９ｂ及び磁石板９ｃの組合せ、又は磁
性体チューブ３２及び凹陥部を備えたラッチ部材３３の組合せから構成されているが、複
数個のラッチ位置を備えていれば、他の構成の磁気ラッチ部であってもよい。
　次に、本発明の第２の実施の形態による形状記憶合金を用いたディスプレイ装置を説明
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する。図１５は、本発明による第２の実施形態である形状記憶合金を用いたディスプレイ
装置の構成を模式的に示す斜視図である。このディスプレイ装置６０は、形状記憶合金を
用いた駆動機構２０とその上に配置された表示シート６１と後述する図示しない制御部６
２とから構成されている。上記表示シート６１は、基板４の上方にて磁石板９ｃの上面に
載置されており、磁石板９ｃの各貫通孔９ｅに対応した貫通孔６１ａを有している。表示
シート６１の表面には、各駆動機構の駆動部材３の上端のピン３ａが選択的に突出する貫
通孔６１ａが二次元平面状に、即ちドットマトリックス状に配列される。
　図１６は、図１５の本発明の形状記憶合金を用いたディスプレイ装置における制御部及
び各駆動機構モジュールの駆動回路の電気的構成を示すブロック図である。上記制御部６
２は、パーソナルコンピュータ等のコンピュータ６３とこのコンピュータ６３から例えば
ＵＳＢ等のインターフェース６４を介して制御される制御用ＣＰＵ６５とから構成されて
おり、各駆動回路モジュール２０ａの駆動回路４ａを駆動制御する。コンピュータ６３に
より表示データを作成して、インターフェース６４を介して制御用ＣＰＵ６５に送出する
ことにより、制御用ＣＰＵ６５は、上記表示データに基づいて駆動機構２０の各駆動機構
モジュール２０ａにおける第１の形状記憶合金コイル１又は第２の形状記憶合金コイル２
の駆動制御のためのシリアルデータを生成すると共に、各シフトレジスタ４ｃのための制
御信号を生成する。
　制御用ＣＰＵ６５は、各駆動回路４ａのシフトレジスタ４ｃに対して制御信号を送出す
ると共に、シリアルデータを一番目の駆動回路４ａに対して送出する。各駆動回路４ａの
シフトレジスタ４ｃが互いに所謂カスケード接続されることによって、上記シリアルデー
タは、順次に各駆動回路４ａのシフトレジスタ４ｃに対して送出される。したがって、制
御用ＣＰＵ６５と駆動回路４との間の配線は、シフトレジスタ４ｃのための制御信号線と
一つのシリアルデータ信号線でよいことから配線数が少なくて済む。各駆動部材３は、例
えば１．２７ｍｍピッチで配置されているが、点字の表示を行なう場合には、一つ置きの
駆動部材３を選択的に移動させることにより、２．５ｍｍピッチの点字表示を行なうこと
ができ、所謂触覚ディスプレイ装置とすることができる。
　本発明の第２の実施形態による形状記憶合金を用いたディスプレイ装置６０は以下のよ
うに動作する。
　図１７は、本発明の第２の実施形態による形状記憶合金を用いたディスプレイ装置６０
の動作時のフローチャートである。図１７において、ステップＳＴ１にて、まず制御部１
２のコンピュータ６３が、前もって作成されている出力データファイルを選択して読み込
んで、インターフェース６４を介して制御用ＣＰＵ６５に転送する。
　制御用ＣＰＵ６５は、読み込んだ出力データファイルに基づいて、ステップＳＴ２にて
、下方に変位すべき駆動部材３に対応する下方の第２の形状記憶合金コイル２の駆動用デ
ータを加工し、続いてステップＳＴ３にて、上方に変位すべき駆動部材３に対応する上方
の第１の形状記憶合金コイル１を駆動するためのデータを加工する。
　ステップＳＴ４にて、制御用ＣＰＵ６５は、ステップＳＴ２で加工した第２の形状記憶
合金コイル２の駆動用データを、各駆動機構モジュール２０ａの駆動回路４ａに転送する
。各駆動回路４ａは、ステップＳＴ５にて、上記駆動用データに基づいて、対応する第２
の形状記憶合金コイル２をシフトレジスタ４ｃを介して順次に駆動すると共に、前もって
決められた設定時間の間待機する。
　下方に変位すべき駆動部材３は、駆動回路４ａから第２の形状記憶合金コイル２に電流
供給されることにより下方に変位し、上方に位置する磁性体チューブ９ａが磁石板９ｃに
磁気吸着されることにより、下方に変位したラッチ位置に固定保持される。このとき、各
駆動回路４ａがシフトレジスタ４ｃを介して第２の形状記憶合金コイル２を順次に駆動す
ることにより、各第２の形状記憶合金コイル２が高速で駆動され、各駆動部材３が高速で
下方に変位され得る。
　その後ステップＳＴ６にて、対応する第２の形状記憶合金コイル２の駆動を停止する。
このとき、第２の形状記憶合金コイル２の駆動が停止しても、下方に変位された駆動部材
３はそれぞれ磁気ラッチ部９により固定保持される。
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　ステップＳＴ６にて、制御用ＣＰＵ６５は、ステップＳＴ３で加工した第１の形状記憶
合金コイル１の駆動用データを、各形状記憶合金を用いた駆動機構モジュール２０ａの駆
動回路４ａに転送する。各駆動回路４ａは、ステップＳＴ７にて、上記駆動用データに基
づいて、対応する第１の形状記憶合金コイル１をシフトレジスタ４ｃを介して順次に駆動
すると共に、前もって決められた設定時間の間待機する。
　上方に変位すべき駆動部材３は、駆動回路４ａから第１の形状記憶合金コイル１に電流
供給されて上方に変位し、下方に位置する磁性体チューブ９ｂが磁石板９ｃに磁気吸着さ
れて上方に変位したラッチ位置に固定保持される。このとき、各駆動回路４ａがシフトレ
ジスタ４ｃを介して第１の形状記憶合金コイル１を順次に駆動すると、各第１の形状記憶
合金コイル１が高速で駆動され、各駆動部材３が高速で上方に変位され得る。
　ステップＳＴ８にて、対応する第１の形状記憶合金コイル１の駆動を停止する。このと
き、第１の形状記憶合金コイル１の駆動が停止しても、上方に変位された駆動部材３はそ
れぞれ磁気ラッチ部９により固定保持される。
　以上で、一回の駆動機構２０の駆動制御が完了し、表示シート６１の表面にて、選択さ
れた駆動部材３のピン３ａが所定量だけ突出し、突出したピン３ａにより図形等の二次元
表示が行なわれる。そして、再び前述したステップＳＴ１に戻り、上記動作が繰返し行な
われて順次に二次元表示が連続して行なわれる。なお、表示シート６１は取り外し可能に
してもよい。表示シート６１を取り外しても駆動部材３のピン３ａは磁気ラッチ部９によ
り保持されているので、ピン３ａからなる凹凸表示は失われない。
　次に、本発明の形状記憶合金を用いたディスプレイ装置の第２の実施形態を図１８を参
照して説明する。この形状記憶合金を用いたディスプレイ装置７０は、上述した形状記憶
合金を用いたディスプレイ装置６０の変形例であって、表示シート６１が磁気ラッチ部９
の磁石板９ｃと兼用するように構成されている。この場合、上記表示シート６１は、その
表面領域が上下方向に着磁された板状の磁石から構成されていると共に、その下方には非
磁性体から成る下板６１ｂが配置されており、板状の磁石及び下板６１ｂは、駆動部材３
のピン３ａを非接触で受容し得る貫通孔６１ａを備えている。また、駆動部材３のピン３
ａの上端３ｂ及び下端３ｃが磁性体により構成され、中間が非磁性体３ｉにより構成され
ている。この構成によれば、図１８にて左方から１番目及び３番目の駆動部材３のように
、駆動部材３が下方に変位したとき、ピン３ａの上端の磁性体３ｂが板状の磁石（磁石板
９ｃ）に磁気吸着されると共に、ピン３ａの下方領域が上記下板６１ａの厚さの範囲内に
収まる。また、図１８にて左方から２番目，４番目及び５番目の駆動部材３のように、駆
動部材３が上方に変位したとき、ピン３ａの下端の磁性体３ｂが板状の磁石（磁石板９ｃ
）に磁気吸着されると共に、ピン３ａの上方領域が表示シート６１の表面から上方へ突出
する。
　本発明の形状記憶合金を用いたディスプレイ装置の第３の実施形態を図１９を参照しつ
つ説明する。図１９（ａ）に示すように、形状記憶合金を用いたディスプレイ装置８０は
、上述したディスプレイ装置７０の変形例であって、さらに、表示シート６１の上に非磁
性の上板６１ｃを有している。図１９（ｂ）に示すように駆動部材のピン３ａが指６６で
押し下げられても、駆動部材のピン３ａの上部位置は、上板６１ｃの表面位置と同じであ
り、それ以上下方へは押し込まれない。駆動部材の非磁性体３ｉのＢ－Ｂで示す中心位置
が磁性体である表示シート６１よりも上に位置するようにした場合には（図７（ｃ）参照
）、指を離した後は磁力により再び元の位置にラッチさせることができる。
　本発明による形状記憶合金を用いたディスプレイ装置の第４の実施形態について図２０
を参照して説明する。この形状記憶合金を用いたディスプレイ装置９０は、基本的には図
１５に示した形状記憶合金を用いたディスプレイ装置６０と同様の構成であるが、磁気ラ
ッチ部９が、駆動部材３の基板４の上縁から上方に延びる部分にて、軸方向に隔置して駆
動部材３に取り付けられた複数個、図示の場合、３個の磁性体チューブ９ａ，９ｂ及び９
ｇを備えることにより、多段階のラッチ位置を有している点で異なる。制御用ＣＰＵ６５
は、各駆動機構モジュール２０ａの各駆動部材３を下方，中間及び上方に変位するように
形状記憶合金コイルに印加する電流値を変化させ、第１及び第２の形状記憶合金コイル１
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，２の駆動制御を行なうことにより、各駆動部材３が、それぞれ磁性体チューブ９ａ，９
ｂ，９ｇの何れかが磁石板９ｃにより磁気吸着され、各ラッチ位置に固定保持される。こ
うして、形状記憶合金を用いたディスプレイ装置９０は、各駆動部材３のピン３ａが、表
示シート６１の表面にて三段階で突出することにより、三階調の表示を行なうことができ
る。
　本発明の形状記憶合金を用いたディスプレイ装置の第５の実施形態を図２１を参照して
説明する。この形状記憶合金を用いたディスプレイ装置１００は上述したディスプレイ装
置７０又は８０の変形例であって、表示シート６１が、磁気ラッチ部９の磁石板９ｃと兼
用するように構成されていると共に、駆動部材３のピン３ａの上端から下端３までの間の
５箇所が磁性体３ｈにより構成され、それらの中間が非磁性体３ｉにより構成されている
。図２１に示されているように、駆動部材３は、そのピン３ａの各磁性体３ｈがそれぞれ
板状の磁石（磁石板９ｃ）に磁気吸着されて各ラッチ位置に固定保持される。したがって
、形状記憶合金を用いたディスプレイ装置９０は、各駆動部材３のピン３ａが表示シート
１１の表面にて５段階で突出することで５階調の表示を行なうことができる。
　本発明の形状記憶合金を用いたディスプレイ装置によれば、駆動部材３は磁性体３ｂ，
３ｃ，３ｈを備えていて、各形状記憶合金コイル１，２にパルス的に電流を流したときに
生じる変位が直ちにラッチされるので、その変位を保持するための電流が不要となる。こ
れにより、形状記憶合金を用いた駆動機構２０の駆動部材に変位を与えるための消費電力
を著しく低減できる。このため、２次元に配置されているピン３ａの高さを多段階に駆動
すれば、例えば地図における山の形などを少ない消費電力で、かつ、高精度、高速に３次
元に表示できる３次元ディスプレイを実現することができる。また、複数のピン３ａを一
列に高密度に配置することで、例えば様々な箇所が動く遊戯具などの表示器や各種スイッ
チが実現できる。
　本発明の形状記憶合金を用いたディスプレイ装置によれば、従来例の特許文献３の形状
記憶合金コイルを用いたピンの駆動装置が三次元的な構造であるのに対して、基板１枚で
駆動機構が構成できる。このため部品点数が少なくなり組み立てが容易にできる。このよ
うにして、従来の形状記憶合金コイルを用いたディスプレイ装置に対して装置を小型化で
き、より少ない電力で、かつ、高速に駆動させることできると共に、低コストで製造でき
る。
　次に、本発明の第３の実施形態の形状記憶合金を用いた駆動機構を備えた表示シート書
き込み装置について説明する。
　図２２は、本発明による第３の実施形態である形状記憶合金を用いた表示シート書き込
み装置の（ａ）構成と（ｂ）データが書き込まれた表示シートを模式的に示す図である。
この形状記憶合金を用いた表示シート書き込み装置１１０は、形状記憶合金を用いた駆動
機構モジュール２０ｂとその上に配置された取り外し可能な表示シート１１１と表示ピン
１１２と図示しない制御部６２とから構成されている。形状記憶合金を用いた駆動機構モ
ジュール２０ｂは、取り外し可能な表示シート１１１を備えている以外は、形状記憶合金
を用いた駆動機構２０ａと基本的には同じ構成である。
　表示シート１１１は、非磁性体からなる上板１１３及び下板１１５と磁気ラッチ部とな
る磁石板１１４とが一体に構成され、駆動部材３に対応する位置には孔部１１３ａ，１１
４ａ，１１５ａが開口されている。駆動部材３のそれぞれには紙面上部方向、すなわち軸
方向に表示ピン１１２が着脱可能に挿入されている。例えば、駆動部材３の最上部に開口
部が設けられ、表示ピンの下部１１２ｃが着脱できるように嵌めこまれていればよい。表
示ピン１１２は、磁性体チューブ１１２ａ，１１２ｂが配設されていて、他の部分を非磁
性体としておけばよい。
　上記表示シート書き込み装置１１０において、データに基づいて制御部６２により駆動
部材３が駆動されると、駆動部材３に接続された表示ピン１１２の磁性体チューブ１１２
ａ，１１２ｂが、表示シート１１１の磁石板１１４にラッチされると共に、磁力により駆
動部材３から脱離する。この状態で、表示シート１１０を形状記憶合金を用いた駆動機構
モジュール２０ｂから分離する。表示シート１１１には、表示ピン１１２がデータに応じ
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て上下方向に配列され、データが凹凸状態で書き込まれる（図２２（ｂ）参照）。表示シ
ート１１１のデータを検知した後は、表示ピン１１２を突出していない元の状態に戻せば
、データを消去できる。
　この駆動部材３や駆動機構や制御部６２の構成は、上記形状記憶合金を用いたディスプ
レイ装置と同様である。表示ピンの構成は、磁性体チューブの数により所望の多値表示と
することができる。上記形状記憶合金を用いた表示シート書き込み装置１１０によれば、
表示シート１１１に点字データや画像データを書き込むことができる。また、このように
して作製された表示シート１１１は、表示ピン１１２がラッチされているので不揮発デー
タであり、書き込み後いつでも触ったり、保管しておくことができる。そして、表示シー
ト１１１のデータ読取り後は、データの再書き込みや漏洩防止のためにデータの消去もで
きる。さらに、表示シートは書き込み装置から取り外しができるので、表示シートを印刷
紙のように扱うことができる。
【実施例】
　図１に示す構造の形状記憶合金を用いた駆動機構２０を用い、図１５及び図１６に示し
た、１０×１０の二次元表示ができるディスプレイ装置を試作した。形状記憶合金の素材
としては、線形５０μｍのＮｉ－Ｔｉ線を用いた。形状記憶合金コイルの自然長部分とし
て、外径０．２ｍｍで密巻（ピッチなし）の形状記憶合金コイルを作製した。ピン３は、
直径０．３ｍｍのピアノ線又は黄銅線を使用した。磁気ラッチ部９の磁石板９ｃとしてＮ
ｄＦｅＢを使用し、ピンの磁性体３ｂ，３ｃにはＮｉチューブを使用した。
　形状記憶合金コイル１又は２への電流駆動の制御信号を１２０ｍＡ／０．３秒としたと
き、各駆動部材３をそれぞれ０．３秒で連続的に変位させ、ラッチさせることができた。
その際、磁気ラッチ部による保持力は約１０ｇｆ、変位量は約２ｍｍであった。この駆動
部材３の発生力、変位量及び駆動速度は、点字ディスプレイ装置や触針式ディスプレイ装
置で要求されるピンの発生力８ｇｆ及び変位量０．８ｍｍと駆動速度を満足する値であっ
た。
　本発明は上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲内で
種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれることはいうまでもない。形
状記憶合金コイルの寸法と駆動部材、ラッチ部の構造、またピンの駆動方法などは、その
目的に応じて適宜に設計し、製作すればよいことは明らかである。
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